
「移住支援金」を活用して、
北海道で働きませんか？

既に東京圏から移住された方やこれから移住予定の方へ

■次の❶～❹のすべてを満たしている方が対象です。

対象要件は？※市町村によって異なる場合がございますので、詳細は移住先の市町村にお問い合わせください。

北海道へのUIターン就職を促進するため、東京23区（在住者または通勤者）から北海道内に移住し、移住

支援金対象法人に就業した方等に最大100万円※の移住支援金を支給する制度です。

※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する市町

村あり （移住予定先の市町村にご確認ください。）

移住支援金とは？

⚫ 道が運営する、移住支援金対象の求人を掲載する求人サイトです。

⚫ サイトには、移住支援金の対象求人情報や、北海道への移住関連情報が掲載されています。

マッチングサイトとは？

移
住
先
要
件

❶ 移住する直近10年間のうち、通算５年以上東京23区に在住or通勤していた方 ※通勤の場合にあっては、
東京・埼玉・千葉・神奈川県
のいずれかに居住❷ 移住する直前に、１年以上、東京23区に在住or通勤 していた方

❸ 北海道内の移住支援金対象の市町村に転入された方（裏面参照）

就
業
要
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❹

a) 就業（マッチングサイト掲載の法人に新規就業した方）

b) 専門人材（国のプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した方）

c) 起業（道の起業支援事業「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けた方）

d) テレワーク移住（転勤等ではなく、自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続する方）

e) 関係人口（移住先の市町村から本事業における関係人口と認められた方）

最大60 万円

最大100 万円

単身

世帯

※市町村により支給金額が
異なる可能性があります

●北海道で就業・起業・テレワーク・関係人口移住など

●転入先の市町村から移住支援金を受給

●道が運営するマッチングサイトに求人情報掲載

求人情報
掲載中！

スマートフォンからは
こちらの二次元コード
で読み取りできます！

北海道庁の
ＨＰも合わせて
ご覧ください

対象要件
等詳細は
こちら！



次の140市町村に移住(転入)した方が対象です。

＜移住先要件＞対象市町村はどこ？

お問い
合わせ

北海道経済部 産業人材課 011-251-3896（直通）

受付時間：平日 8：45～17：30

【空知】夕張市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、砂川市、歌志内市、深川市、南幌町、

奈井江町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、

雨竜町、沼田町【石狩】札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町

【後志】小樽市、黒松内町、蘭越町、喜茂別町、京極町、神恵内村、積丹町、古平町、

仁木町、余市町、赤井川村【胆振】室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、

洞爺湖町、白老町、厚真町、安平町、むかわ町【日高】平取町、新ひだか町、浦河町

【渡島】函館市、松前町、北斗市、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、長万部町【檜山】上ノ国町、厚沢部町【上川】旭川

市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富

良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町【留萌】留萌市、増毛町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町

【宗谷】稚内市、猿払村、枝幸町、豊富町【オホーツク】北見市、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、訓子府町、遠軽町、佐呂間町、

湧別町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町【十勝】帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町【釧路】釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈

町、鶴居村、白糠町【根室】根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

■：対象市町村

⚫ 「地域課題解決型起業支援金」の募集情報は、北海道中小企業課にお問い合わせください。

⚫ 採択には、地域課題解決の観点や、事業性などに関する審査があります。

⚫ 連絡先 （011）231-4111 (内線26-220）

起業の場合について

R８.4.1最終更新

移住支援金交付までの流れ
（移住先の市町村に申請）

※申請のタイミングに注意！まずは
移住予定先の市町村にお問い合わせください。

テレワーク移住・

関係人口の場合

就業の場合

起業の場合

マッチングサイト
掲載の企業に応募

内定 就業

地域課題解決型起業
支援金に応募

審査 交付決定

自己の意思により移住
移住先の市町村へ
移住支援金の
申請手続き

申請は、移住(住民票の移動)から１年以内

(起業)交付決定から１年以内

支
援
金
の
支
給

※移住後1ヶ月以内に予備申請書の提出が必要な市町村があります。
※申請できる期間が転入後3ヶ月以上1年以内、就業の場合は就業後3ヶ月以上1年以内としている市町村がありますので、詳しくは移住先の

市町村にお問い合わせください。

道 中小企業課 ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/index.htm


